
厚生労働省の関係会議において、将来的な薬剤師の過剰や薬剤師の地域偏在等の課題が
示されたことを踏まえ、令和３年10月より、文部科学省において「薬学系人材養成の在り
方に関する検討会」を設置し検討。令和４年８月、「６年制課程における薬学部教育の質
保証に関するとりまとめ」がとりまとめられた。
本内容を踏まえ、薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを

主たる目的とするもの（以下「臨床薬学に関する学科」（※）という。）の設置及び収容
定員増は、抑制することとし、地域の需要に応じて薬剤師の地域偏在を解消するための人
材養成を行う場合はその例外とする。これにより、薬剤師が不足する地域における人材の
確保を図りつつ、臨床薬学に関する学科の収容定員総数を抑制する。

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る
認可の基準の一部を改正する告示案等の概要

趣旨

１．大学、短期大学、高等専門学校の設置等に係る認可の基準の改正

○ 第１条第１項第５号に、「薬剤師の養成に係る大学等の設置及び収容定員の増加でな
いこと」を新たに追加し、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員の増加を抑制する。
加えて、臨床薬学に関する学科の設置及び既設の臨床薬学に関する学科の収容定員の増
加に係る学則変更の認可の申請のうち、地域における薬剤師の数その他の事情を勘案し
て薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区
域において、都道府県が定める計画に基づき行おうとするものについては、その例外と
する。

○ 上記例外の場合における認可申請の審査については、当該大学が行おうとする地域に
おける薬剤師確保のための教育内容、薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又
は薬局に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資
金の貸与その他の支援の内容（学則変更にあっては、都道府県が作成する計画に当該大
学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された人数の支援に必要な内
容を含む）に照らして行うものとする。

２．学校教育法施行令第２３条の２第１項第４号の規定により文部科学大臣が定めること
とされた分野を定める告示の制定

○ 大学の学部の収容定員に係る学則変更に関し、収容定員総数の増加を伴わないものに
ついては、文部科学大臣の定める分野を除き届出事項とされている。当該分野に「薬
剤師の養成に係る分野」を新たに追加し、当該分野の収容定員に係る学則変更を認可
事項とする。

概要

⚫ 上記１．令和７年４月１日。ただし、令和５年１０月１日以降になされる令和７年度
以降の臨床薬学に関する学科の設置等の認可申請から適用（令和５年１０月１日にお
いて意思決定及び内容の公表並びに契約の締結が行われているものを除く。）

⚫ 上記２．令和６年３月１日。

⚫ 告示の施行後５年を目途として、改正後の規定の施行状況、地域及び社会の需要に照
らした臨床薬学に関する学科の収容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるとき
は、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

施行期日等

(※)６年制課程の薬学科。

okubomst
テキストボックス
資料４新薬剤師養成問題懇談会（第22回）令和５年３月15日
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施行日・過措置関係

令和７年度

令和７年度
収容定員増

令和4年度 令和5年度 令和６年度

令和６年度
収容定員増

公
布

施
行

制度開始抑制適用（附則第１条）

施行の日（令和５年１０月１日）までに申請につ
いて意思決定・内容の公表・契約をしている場合
は適用しない（附則第２条）
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○
文
部
科
学
省
告
示
第

号

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

五

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設

五

歯
科
医
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
若
し
く

置
若
し
く
は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ

は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ
と
。

と
。

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

い
こ
と
。

い
こ
と
。

２
～
６

[

略]
２
～
６

[

同
上]

７

第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
臨
床
薬
学

[
項
を
加
え
る
。]

に
関
す
る
学
科
（
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力

を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
臨

床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に

関
す
る
学
科
の
設
置
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る

薬
剤
師
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
薬
剤
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
に
お
い
て
、
地
域
に
お
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け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第

六
十
四
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
都
道

府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
基
づ
き
行
お
う
と
す
る
も
の
（

臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該

計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員

（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と
い
う
。
）
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
増
加
を

行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

審
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

下
「
医
学
部
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該

下
「
医
学
部
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該

大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に

大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と

よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可

い
う
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府

一

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員

平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都

等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資
す
る

道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学

た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将
来
勤

定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資

務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都
道
府

す
る
た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将

県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府
県
に

来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都

お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
自

道
府
県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府

治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

県
に
お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
自
治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

二

[

略]
二

[

同
上]

２
・
３

[

略]

２
・
３[
同
上]

第
四
条

第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

[

条
を
加
え
る
。]

な
い
場
合
に
お
け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
の
審
査

に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行
お
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た

め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は
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薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
学
生

に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都
道

府
県
の
知
事
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の

収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条

第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の

臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
支

援
に
必
要
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。
）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

[

略]

第
四
条

[

同
上]

第
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の

第
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学
部
若
し
く
は

部
若
し
く
は
学
部
の
学
科(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。)

学
部
の
学
科(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。)

又
は
既
設
の
法

又
は
既
設
の
法
科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若

科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学

し
く
は
法
科
大
学
院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の

院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
を
行
お

収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員

う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員
増
を
し
た
後
の
当
該
医

増
を
し
た
後
の
当
該
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃

学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等

止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計(

既

又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計(

既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大

設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止

学
院
の
収
容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法

す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医

科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る

学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計)

を
超
え
な
い
場
合
に

入
学
定
員
等
の
合
計)

を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第

は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
条
及
び
前
条
の
規
定
に

六
号
並
び
に
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収

だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定

容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定
員
等
に
、
第
三
条
に
基
づ

員
等
に
、
第
三
条
に
基
づ
く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ

く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
容
定

い
て
は
、
当
該
収
容
定
員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増

員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増
に
限
り
認
可
を
行
う

に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２

[

略]

２

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令
和
七
年
四
月
一

日
前
に
さ
れ
た
令
和
七
年
度
以
降
に
行
お
う
と
す
る
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能

力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
臨
床

薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
変
更
（
次
条
に
お
い
て
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」

と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
、
短
期
大
学
及

び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第
一
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
審
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
に
行
お
う
と
す
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申

請
の
う
ち
、
令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の
決
定
及
び
そ
の
内
容
の
公
表
（
当

該
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
の
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
を
す
る
た
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め
に
必
要
な
校
舎
等
の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
す
る
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
審

査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
検
討
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行

の
状
況
並
び
に
地
域
及
び
社
会
に
お
け
る
薬
剤
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し
た
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収

容
定
員
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一

部
改
正
）

第
四
条

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附
則

附
則

（
失
効
）

（
失
効
）

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
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○
文
部
科
学
省
告
示
第

号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
分
野
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号
（
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

分
野
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
分
野
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